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（別紙３） 

白浜町行政事務等包括委託業務仕様書 

 

１．目的 

  本業務は、白浜町が行う行政事務の一部及び各種施設運営に係る業務等を包括的に委

託することにより、住民ニーズに的確に対応した質の高い公共サービスを提供する仕

組みの構築を目的とする。 

 

２．業務区分及び業務期間 

業務区分 業務期間 

①通園バス助手等業務 

令和７年４月１日から 

令和１０年３月31日まで 

②保育園等事務業務 

③学校図書館司書業務 

④学校用務員業務 

⑤学童送迎運行管理等業務 

⑥公園・海岸・道路等環境整備等業務 

⑦白良浜夏季清掃業務 

⑧公園環境整備等業務 

⑨浴場施設受付対応等業務 

⑩給食調理等業務 

⑪監理事務等業務 

⑫通学バス運行管理等業務 

⑬図書館受付対応等業務 

⑭中央公民館受付対応等業務 

⑮阪田町営施設受付対応等業務 

⑯施設維持管理業務 

  ※契約締結日の翌日から令和７年３月31日までは本業務履行のための準備期間とする。 

 

３．業務内容及び場所等 

  「（別紙４）業務別仕様書」のとおり 

 

４．委託の取扱い 

  受託者が、本仕様書及び業務別仕様書の業務を一括して委託することは禁止とする。

ただし、やむを得ず第三者に業務の一部を委託する場合は、あらかじめ白浜町の承諾

を得なければならない。 

 

５．作業環境 

  受託者は、業務実施に必要な環境（資料等）を業務開始日までに整備するものとし、

その経費は受託者の負担とする。ただし、業務遂行上必要なパソコン、プリンタ、電
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話などの備品等については、原則、白浜町が無償で貸与又は提供するものとする。 

 

６．作業体制 

 ⑴ 受託者は、業務全体を総括する総括管理責任者を定め、業務全体の責任を負わせる

ものとする。 

 ⑵ 受託者は、業務毎に業務責任者を定め、当該業務を統括させ、かつ、その遂行に責

任を負わせるものとする。 

 

７．業務従事者 

 ⑴ 業務従事者の指導・教育・健康管理については、受託者において責任をもってこれ

にあたり、不都合がある場合は、白浜町の指示により交代等の適切な対応を行うもの

とする。 

 ⑵ 受託者は、白浜町の指示に基づき、業務に応じた作業服、名札を受託者の負担にお

いて、業務従事者に着用させるものとする。 

 ⑶ 受託者は、業務従事者が病気その他の理由により欠勤等のため、業務に支障を来た

すおそれのある場合は、直ちに白浜町と協議の上、補充者を配置する等、万全の措置

を講じるものとする。 

 ⑷ 受託者は、業務を適正かつ能率的に行うため、業務従事者に対して研修を実施する

ものとする。 

 

８．業務報告等 

 ⑴ 業務計画書の提出 

   受託者は、受託業務を計画的かつ迅速に実施するため、契約時に業務計画書を提出

すること。白浜町との協議により、業務計画書に変更があった場合は、その都度、変

更した業務計画書を提出し、承認を受けること。 

 ⑵ 業務報告書及び業務完了報告書の提出 

   受託者は、毎月の業務が終了したときは、業務報告書を作成し、実施した業務内容

を証する資料とあわせて、白浜町に提出するものとする。また、各年度の業務が終了

したときは、業務完了報告書を作成し、当該年度に実施した業務内容を証する資料と

あわせて、白浜町に提出するものとする。 

 

９．遵守事項 

 ⑴ 本業務により知り得た情報を第三者（受託者の関係機関、団体等を含む。）に開示

・漏洩しないこと。また、本委託業務遂行以外の目的に利用しないこと。これらの事

項については本契約終了後も同様とする。 

 ⑵ 本業務に関係のない場所へ立ち入ってはならない。 

 ⑶ 本業務の実施に当たって、既存の設備、構造物等に損傷を与えた場合は、受託者の

責任において現状復旧するものとする。 

 ⑷ 調査依頼、資料要求等に対しては、迅速に対応するものとする。 
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10．費用の支払い 

 ⑴ 受託者は、業務報告書提出後、当該月分の委託料を白浜町に請求するものとする。 

 ⑵ 受託者は、白浜町の指示する方法等に基づき、請求書を作成するものとする。 

 ⑶ 白浜町は、委託業務の履行を確認後、月毎に委託料を支払うものとする。 

 

11．協議 

 ⑴ 受託者は、本業務の実施状況について、白浜町から別に指示のある場合を除き、報

告を兼ねた協議を月１回程度開催し、業務の円滑な実施を図るものとする。 

 ⑵ 白浜町又は受託者が必要と認める場合は、随時協議を実施するものとする。 

 

12．契約変更 

  白浜町は、次のいずれかに該当する場合は、受託者と協議の上、本契約の内容を変更

することができる。 

 ⑴ 賃金、物価等に著しい変動があったとき。 

 ⑵ 天災その他の災害により著しい被害を受けたとき。 

 ⑶ 本契約を履行するために必要な物品に係る税について変動があったとき。 

 ⑷ 行政目的上、この契約の内容について変更し、及び本契約の履行を中止し、又は打

ち切る必要が生じたとき。 

 

13．個人情報保護 

  受託者は、この業務の受託に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）及び白浜町個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和５年白浜町条例第９号）を遵守しなければならない。 

 

14．損害発生時の処理 

 ⑴ 受託者は、業務の実施に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）につ

いて、その損害が白浜町の責に帰する理由による場合を除き、自己の責任において処

理しなければならない。 

 ⑵ 受託者は、損害の賠償に備え、あらかじめ損害賠償責任保険へ加入するなど必要な

措置を講じるとともに、その内容を白浜町に報告するものとする。 

 ⑶ 受託者は、事故が発生した場合に備えて、あらかじめ事故対応マニュアル等を定め

るとともに、事故発生時には、直ちにその旨を白浜町に報告するものとする。 

 ⑷ 受託者は、受託した業務に対する苦情等が発生した場合は、責任をもって速やかに

対処するとともに、苦情内容、対処方法等を直ちに白浜町に報告するものとする。 

 

15．業務の引継及び移行支援 

 ⑴ 受託者は、業務期間内において業務を円滑かつ確実に遂行できるよう、業務開始前

までに、令和６年度において「２．業務区分及び業務期間」の業務区分に定める業務
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を実施する者（以下「前受託者」という。）からの引継ぎを確実に行うものとする。 

 ⑵ 受託者は、「２．業務区分及び業務期間」に定める業務期間満了の日までにおいて、

次期受託者（業務期間満了の日の翌日以降から業務を受託する者）に対して、交代後

の業務が円滑に行われるよう、業務の引継ぎに関し、全面的に協力するものとする。 

 

16．その他 

 ⑴ 受託者は、業務開始後６箇月以内に、白浜町内に営業所等本業務を遂行するための

拠点を設置するよう努めるものとする。 

 ⑵ 受託者は、別途提供する資料に基づき、本業務において過去に白浜町で雇用されて

いた者で、継続的に業務に従事しており、受託者への転籍を希望する場合は、別途提

供する労働条件を下回ることなく優先して採用するよう努めるものとする。 

 ⑶ 受託者は、従事者の雇用にあたっては、住民の採用と継続的な雇用に努めるものと

する。また、受託者は、当該業務に従事する受託者が雇用した者の次期受託者での継

続的な勤務について配慮すること。 

 ⑷ 本仕様書は、業務の大要を示すものであるから、本仕様書に記載されていない事項

であっても、現場の状況に応じ、本業務の目的上必要な事項等については、白浜町及

び受託者の協議に基づき、実施するものとする。 


